
No. 該当箇所 質問事項 回答

1
実施要領２ページ
７．応募手続き等
①応募書類の提出

７．①の応募書類の中の、履歴事項全部証明書は原本となりま
すでしょうか。または写しでもよろしかったでしょうか。

写しでも問題ありません。

2
実施要領４ページ
見積価格
（１６）見積価格

見積価格を算出するにあたり以下内容を教えていただけますで
しょうか。
①算出条件
定員３６名充足した条件で算出するのでしょうか。
②夜間保育
月・水・金曜日とありますが週３回の実績で算出するのでしょう
か。
③仕様書の受託者の負担に１．人件費 ２、給食材料費とありま
すが調理は自園調理を実施されているのでしょうか。
④仕様書の受託者の負担に備品とありますが、現委託業者様が
用意されている備品（委託切替となった場合に引き上げられる備
品）の一覧を共有いただけますでしょうか。

①算出条件は１年を通じて３６名入所している前提での算出をお
願いします。
②１年を通じて週３回の夜間保育実施想定での算出をお願いしま
す。
③自園での調理を実施しており、次年度以降もその予定です。
④備品の一覧については作成をしておりません。保育所に設置し
ている机や棚などの備品につきましては、原則、当院の備品と
なっておりますので、引き続き使用していただくことになりますが、
一部分類ができていない備品については委託業者決定後、協議
させていただきます。

3
仕様書１ページ
３．委託業務の内容

月・水・金の夜間利用の児童の人数と歳児の内訳を教えてくださ
い。
・１日あたりの利用人数
・夜間利用がある児童の歳児ごとの人数
直近でも、前年度でも構いませんので教えていただきたいです。

2022年4月～2022年10月までの平均数を回答させていただきま
す。
・４歳児：１名　３歳児：２名　１歳児　３名

4
仕様書１ページ
３．委託業務の内容

前年度の月ごとの歳児別、利用人数を教えてください。
・月極○月、０歳児○人
・一時預かり○月、０歳児○人
のようなかたちで構いませんので、お願いいたします。
※児童の利用の増加等も分かればと思いますので、お手数おか
けしますが、月単位でお願いいたします。

「別紙１ 月別人数」をご参照ください。

5
仕様書１ページ
３．委託業務の内容

直近１年間の以下実績を教えていただけますでしょうか。
①運営時間
７時３０分から１９時３０分までとありますが、平均預かり時間
②夜間保育
月・水・金曜日とありますが、月の平均回数
③休所日
土曜日の月の平均回数
④定員における預かり実績・預かり月齢
直近１年間の月齢毎の預かり実績

①「別紙２ 平均預かり時間」をご参照ください。
②「別紙３ 夜間実施回数」をご参照ください。
③土曜日は昨年度全て開所しています。（土曜日の休所日無）
④「別紙１ 月別人数」をご参照ください。

6
仕様書１ページ
３．委託業務の内容

３（３）定員３６人とございますが、見積りを積算する場合の児童数
と年齢構成はどのようになりますでしょうか。
例）２４人（０歳児…８人、１歳児…８人、２歳児…８人

児童数３６名で直近一年の歳児別の平均利用人数で割り戻した
形での積算をお願いします。

7
仕様書１ページ
３．委託業務の内容

３（１）に月・水・金が夜間保育となっておりますが、見積りを積算
する場合の実施回数は年間で何日となりますでしょうか。

令和５年度のカレンダーの月・水・金すべてで実施した想定で積
算をお願いします。

8
仕様書２ページ
７．（１）児童の健康管理・
安全管理

児童の健康診断を入所時及び１年に２回実施とございますが、健
康診断の実施方法はどのように想定されていますでしょうか。
例）貴院小児科の方で対応頂ける

健康診断の実施については業者様に対応いただくことになります
が当院の小児科での対応は想定しておりません。
現在は自治体等で行っている定期健診の結果を園と共有してお
ります。

9
仕様書３ページ
１１．（２）受託者の負担

③に健康診断料が受託者の負担と記載がございますが、これは
園児を想定されているのでしょうか。または保育職員を想定され
ているのでしょうか。

保育職員の想定となります。

10
仕様書３ページ
１１．（２）受託者の負担

②に給食材料費とございますが、夜間保育実施日は夕食・朝食
も提供ということでよろしかったでしょうか。

ご認識のとおりです。

11
仕様書３ページ
１１．（２）受託者の負担

④の受託者に備品が受託者負担と記載がございますが、備品と
はどのようなものを想定されていますでしょうか。また継続して使
用できる備品はどのようなものを想定されていますでしょうか。

業者様にご負担いただくものは、日常の保育で使用する消耗品
などを想定しています。保育所にある机や棚などの備品につきま
しては、原則当院の備品となっておりますので、引き続きご使用
いただくことになりますが、一部分類できない備品については委
託業者決定後、協議させていただきます。

12 その他

法定基準以外の保育士の配置ルールがありますか。
法定通りの配置以外に、豊中市が定める基準があるか、また、市
立豊中病院様の配置についてのお考えがございましたら教えて
いただきたいです。
例）京都市では、保育上の安全を考え、法定配置の人数プラス１
人を配置してくださいといったケースがあります。

認可外保育施設指導監督基準における配置ルールを満たしてい
ることが条件となります。豊中市も認可保育所については、一部
独自基準を設けていますが、今回対象となる院内保育所は認可
外施設であるため、この基準には依りません。また当院としての
配置の考え方も認可外保育施設指導監督基準に則ったものと
なっており、独自基準等は設けておりません。

市立豊中病院院内保育所運営事業委託業務公募型プロポーザル実施についての質問への回答


